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租税特別措置等に係る政策の事後評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

特定非営利活動法人に係る税制上の特例措置 

2 対象税目 法人税（義） 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

（１）認定ＮＰＯ法人が、収益事業に属する資産から収益事業以外の事業で特

定非営利活動のために支出した金額がある場合には、収益事業に係る寄附

金の額とみなし、所得金額の 50％相当額（その金額が 200 万円に満たない場

合は 200 万円）の損金算入ができる。 

（２）認定ＮＰＯ法人及び特例認定ＮＰＯ法人の特定非営利活動に係る事業に

関連する寄附金を支出した場合には、一般寄附金とは別枠で特定公益増進

法人に対する寄附金と合わせて特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が

できる。 

《関係条項》 

租税特別措置法 66 の 11 の２① 

租税特別措置法 66 の 11 の２② 

租税特別措置法 68 の 96① 

4 担当部局 国際協力局民間援助連携室 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成 28 年 8 月 

分析対象期間：平成 24 年度～平成 27 年度 

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

（１）平成 15 年度に「みなし寄附金制度」が創設され、平成 23 年度に拡充。 

（２）平成 13 年度に法人が支出した認定ＮＰＯ法人に対する寄附金について、

特定公益増進法人に対する寄附金と同等の損金算入を認める制度が創設。

平成 23 年度に拡充。 

7 適用期間 恒久化（制度化） 

8 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

「新しい公共」の担い手である国際協力 NPO法人の財政基盤強化のための環

境整備 

《政策目的の根拠》 

・「新成長戦略」（平成 22 年 6 月 18 日 閣議決定） 

第 3 章（６）雇用・人材戦略（国民参加と「新しい公共」の支援） 

P33「…また，官だけでなく，市民，NPO，企業などが積極的に公共的な財・サ

ービスの提供主体となり，教育や子育て，まちづくり，介護や福祉などの身近

な分野において，共助の精神で活動する「新しい公共」を支援する。」 

・「新しい公共」宣言（「新しい公共」円卓会議 平成 22 年 6 月 4 日） 

P5「…「新しい公共」の基盤を支える制度整備については，税額控除の導入，

認定 NPO の「仮認定」と PST 基準の見直し，みなし寄附限度額の引き上げ等

を可能にする税制改革を速やかに進めることを期待する。…」 

・「市民公益税制 PT 中間報告書」（税制調査会市民公益税制プロジェクト・チ

ーム平成 22 年 4 月 8 日） 

P10「１ 所得税の税額控除の導入，２ 認定 NPO 法人の認定基準（PST 等）

の見直し，３ 地域において活動する NPO法人等の支援（個人住民税）…以上

の諸施策については，23年度税制改正における実現に向けて，具体的な制度

設計等を進める。…」 



 

2 

 

・「開発協力大綱」（平成 27 年 2 月 10 日 閣議決定） 

Ⅲ 実施（２）実施体制 イ 連携の強化 （オ）市民社会との連携 

P11「開発現場の多様な考え方，ニーズをきめ細かに把握し，状況に応じて迅

速に対応できる国内外のＮＧＯ／市民社会組織（ＣＳＯ），民間財団等との連

携は，協力効果の向上及び当該国の公正で安定的な発展にとって重要であ

る。このことを踏まえ，開発協力における参加・協働の強化を含め，ＮＧＯ／Ｃ

ＳＯとの連携を戦略的に強化する。そのためにも，我が国のＮＧＯ／ＣＳＯの優

れた開発協力事業や能力向上を支援するとともに，外務省・ＪＩＣＡにおいて

は，社会開発分野の人材育成，体制整備に取り組む。」 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

施策Ⅵ－１ 経済協力： 

 政府開発援助（二国間）を通じ，国際社会の平和と安定及び繁栄の確保に

貢献し，これにより我が国の平和と安全の維持，更なる反映の実現といった国

益を確保すること 

 

③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

「新しい公共」の担い手である国際協力 NPO 法人の財政基盤を強化する環境

を整備すること 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

「新しい公共」の担い手である国際協力ＮＰＯ法人の財政基盤を強化する環境

を整備し、ＮＰＯ法人が活動のための充分な自己資金を確保して，より充実し

た活動を展開することを通じて，我が国の国際協力に寄与すること。 

国民一人一人の寄附を通じて法人の活動を支えることで、「新しい公共」への

参加が実現する。 

9 有効性

等 

① 適用数等 （１）みなし寄附金額の損金算入制度 

 利用認定 

NPO 法人数 

適用額 

（損金算入額、千円） 

平成 24 年度 18 60,586 

平成 25 年度 38 85,138 

平成 26 年度 46 129,771 

平成 27 年度 54 151,200 

※財務省「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」 

※国税庁認定含む。 

※平成 27 年度は内閣府による推計値。①平成 27 年度の利用認定法人数は、前

年度と同じ増加幅、②1 認定法人あたり適用額も前年度と同水準、と仮定し算

出。 

 

（２）認定ＮＰＯ法人等への寄附金額の損金算入制度 

 利用法人数 適用額 

（損金算入額、千円） 

平成 24 年度 13,163 10,251,723 

平成 25 年度 16,449 10,557,835 

平成 26 年度 17,072 8,317,488 

平成 27 年度 17,700 8,850,000 

※財務省「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」 

※国税庁認定及び仮認定含む。 
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※連結法人含む。 

※平成 27 年度は内閣府による推計値。 ①平成 27 年度の利用認定法人数は、

前年度と同じ増加幅、②1認定法人あたり適用額も前年度と同水準、と仮定し算

出。 

② 減収額 （１）みなし寄附金額の損金算入制度 

 減収税額（千円） 

平成 24 年度 15,449 

平成 25 年度 21,710 

平成 26 年度 33,091 

平成 27 年度 38,556 

※財務省「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」 

※国税庁認定含む。平成 27 年度は、内閣府による推計値。 

※減収税額については、各年度の適用額（上記９．①）に法人税率（25.5％）を一

律にかけて算出。実際の減収額は、中小企業者等の法人税率の特例等が適用

されることから、当該減収額よりも低くなる見込み。 

 

（２）認定ＮＰＯ法人等への寄附金額の損金算入制度 

 減収税額（千円） 

平成 24 年度 2,614,189 

平成 25 年度 2,692,247 

平成 26 年度 2,120,959 

平成 27 年度 2,256,750 

※財務省「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」 

※国税庁認定及び仮認定含む。平成 27 年度は、内閣府による推計値。 

※減収税額については、各年度の適用額（上記９．①）に法人税率（25.5％）を一

律にかけて算出。実際の減収額は、中小企業者等の法人税率の特例等が適用

されることから、当該減収額よりも低くなる見込み。 

 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

《政策目的の実現状況》 

・認定ＮＰＯ法人（仮認定ＮＰＯ法人含む）の認定数について、対前年度比増と

いう目標を掲げているが、法人数は着実に増えており、目標を達成している。 

・認定ＮＰＯ法人の認定数は、平成 13年度の制度導入以降、平成 22年度まで
の間に平均年 22 法人のペースで増えていたが、当該優遇措置を導入した 23
年度以降は年 150 法人のペースで増えており、ペースが加速している。 
・認定を受けている、又は認定の申請準備を進めている法人を対象に、「認定
制度を利用する理由」についてアンケート調査を行ったところ（内閣府「平成 27
年度特定非営利活動法人及び市民の社会貢献に関する実態調査」）、約 7 割
の法人が「寄附金が集めやすくなる」「税制上の優遇措置を受けることができ
る」という理由を挙げており、当該優遇措置の導入が認定ＮＰＯ法人の増加に
寄与しているものと考えられる。 
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○認定ＮＰＯ法人数の推移 

 認定ＮＰＯ法人数 

平成 13 年度 3 

平成 14 年度 12 

平成 15 年度 22 

平成 16 年度 30 

平成 17 年度 40 

平成 18 年度 58 

平成 19 年度 80 

平成 20 年度 93 

平成 21 年度 127 

平成 22 年度 198 

平成 23 年度 244 

平成 24 年度 407 

平成 25 年度 630 

平成 26 年度 821 

平成 27 年度 955 

※内閣府「特定非営利活動法人の設立認証及び認定・仮認定等の状況について」 

※国税庁認定及び仮認定含む。 

 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》 

○認定ＮＰＯ法人等における法人からの寄附受入状況 

内閣府アンケート調査によると、調査サンプルが異なるため単純には比較でき

ないが、１認定ＮＰＯ法人あたりの寄附法人数、寄附金額は減少傾向にある。 

法人からの寄附金額は、災害支援等を背景に平成 23 年度に急増し、その後

徐々に水準が低下しているものの、9．①（2）の「適用数」の通り、当該優遇措

置を利用する法人数は着実に増加しており、認定ＮＰＯ法人の財政基盤の強

化に一定程度の効果があったものと推量される。 

 

 寄附法人数 

（平均値） 

寄附金額 

（平均値、千

円） 

参考： 

サンプル数 

平成 25 年度 24 4175 181 

平成 26 年度 25 2940 207 

平成 27 年度 16 2219 294 

※内閣府「特定非営利活動法人及び市民の社会貢献に関する実態調査」（各年度

版） 

※寄附法人数・寄附金額は、上記調査で回答のあった認定 NPO 法人のうち、①当

該年度に寄附の受入があった法人で、②回答の上位５％を除いたものの平均値。 

※国税庁認定及び仮認定含む。 

 

 

○認定ＮＰＯ法人等の収益構造 

租税特例措置の導入後、事業収益の割合が大きく拡大するとともに、補助金・

助成金の割合が低下して寄附金が収益の第 2 の柱となるなど、認定ＮＰＯ法

人の自立的な活動に向けた環境整備が進んでいるものと考えられる。 

 

 

 

平均 22 法人増 

平均 150 法人増 
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（％） 

 会費 寄附金 補助金 

助成金 

事業 

収益 

その他 

収益 

参考： 

回答数 

平成 23 年度 1.7 52.9 38.7 5.6 1.1 68 

平成 24 年度 ― ― ― ― ―  

平成 25 年度 2.5 52.2 14.5 30.0 0.9 282 

平成 26 年度 2.6 26.9 23.0 46.2 1.4 347 

平成 27 年度 1.6 25.7 10.0 60.9 1.7 316 

※内閣府「特定非営利活動法人及び市民の社会貢献に関する実態調査」（各年度

版） 

※上記調査で回答のあった認定 NPO 法人（当該年度に寄附受入がなかった法人も 

含む）の実績に基づく。 

※国税庁認定及び仮認定含む。 

 

○認定ＮＰＯ法人における特定非営利活動事業の総支出額 

内閣府アンケート調査によると、調査サンプルが異なるため単純には比較でき

ないが、認定ＮＰＯ法人における総支出額の分布をみると、平成 23 年度と比

較して総支出額が 1,000 万円を超える法人の割合が増加している。活動規模

の拡大を通じて、公益活動の活性化に寄与しているものと推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※内閣府「特定非営利活動法人及び市民の社会貢献に関する実態調査」（各年度

版） 

※国税庁認定及び仮認定含む。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

・独立行政法人 労働政策研究・研修機構の報告書（「労働政策研究報告書

No.183」、平成 28 年 3 月）によると、平成 26 年度にＮＰＯ法人が産出した付加

価値額は、約 8,900億円。 ※内訳は、正規職員約 4,000億円、非正規職員約

3,200 億円、ボランティア約 1,700 億円。 

 

・平成 26年度のＮＰＯ法人数は、50,088 法人（うち認証法人数は 49,267、認定

法人数は 821）。内閣府アンケート調査（平成 26 年度）によれば、認証ＮＰＯ法

人・認定ＮＰＯ法人のスタッフの構成は以下の通り。 
 

○平成 26 年度スタッフ数（中央値、人） 

 正規職員 非正規職員 ボランティア 

認証ＮＰＯ法人 2 5 10 
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認定ＮＰＯ法人 2 4.5 46 

※「平成 26 年度 特定非営利活動法人及び市民の社会貢献に関する実態調査」 

※全職員のうち常勤有給職員を「正規職員」、その他の職員を「非正規職員」とす

る。 

※ボランティアは、現場で活動した人の延べ人数であり、管理・運営・総務・庶務等に 

係る者は除く。 

 

 

・付加価値額はスタッフの多寡に比例すると仮定。正規職員、非正規職員、ボ

ランティアの１人当たり付加価値額をα、β、γとし、認証・認定共に同額であ

るとすると、雇用形態別の付加価値額は、 
 

○正規職員  

認証〔2 人×α×49,267 法人〕+認定〔2 人×α×821 法人〕=約 4,000 億円 

○非正規職員 

認証〔5人×β×49,267法人〕+認定〔4.5 人×β×821法人〕=約 3,200 億円 

○ボランティア 

認証〔10人×γ×49,267法人〕+認定〔46人×γ×821法人〕=約 1,700億円 

※α＝約 400 万円、β＝約 130 万円、γ＝約 30 万円 

 

 これにより、 

認証ＮＰＯ法人の付加価値額 約 8,600 億円 ※1 法人あたり 1,750 万円 

認定ＮＰＯ法人の付加価値額 約 230 億円 ※1 法人あたり 2,750 万円 

 

・1認定NPO法人あたりの付加価値額は、当該認定法人の総支出額に比例す

ると仮定し、上記で算出した平成 26 年度の 1 認定法人あたり付加価値額

（2,750万円）をベースに各年度の 1認定法人当たり付加価値額を算出すると、 

平成 24 年度： 2,216 万円 （総支出額 1,364 万円） 

平成 25 年度： 3,158 万円 （総支出額 1,944 万円） 

平成 26 年度： 2,750 万円 （総支出額 1,693 万円） 

平成 27 年度： 2,919 万円 （総支出額 1,797 万円） 

※各年度の総支出額（中央値）は、内閣府アンケート調査による。 

※平成 24 年度はデータがないため、平成 23 年度のデータを適用。 

 

・認定法人数、１認定法人あたり付加価値額、認定 NPO 法人の収益における

寄付金の割合を乗じて各年度の付加価値額を算出すると、いずれも税の減収

額を大きく上回っている。 

平成 24 年度 2,216 万円×407 法人×52.9％＝約 48 億円 （減収額：約 26

億円） ※寄附金割合は、24 年度のデータがないため 23 年度のデータを適用 

平成 25 年度 3,158 万円×630 法人×52.2％＝約 104 億円 （減収額：約

27 億円） 

平成 26 年度 2,750 万円×821 法人×26.9％＝約 61 億円 （減収額：約 22

億円） 

平成 27 年度 2,919 万円×955 法人×25.9％＝約 72 億円 （減収額：約 23

億円） 

・以上により、税収減を是認するに足る効果があると認められる。 
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10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

・特定非営利活動においては、補助金の供与など国からの直接の支出によっ

て活動を支援するのではなく、民間からの寄附金にも支えられながら自らの事

業収益によって持続的な活動を行える基盤を作ることが重要であり、租税特別

措置を整備し支援することは、「民による公益の推進」という制度の趣旨に沿う

ものである。租税特別措置は、補助金等と比べて、より広範に制度を利用する

機会を与えるものであり、公平性を確保する観点からも必要不可欠である。 

・当該税制優遇措置は、ＮＰＯ法人の財務運営の改善・強化に重要な役割を

果たしており、同措置の継続は市民活動の更なる発展に不可欠であると考え

られる。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

他の支援措置や義務付け等は存在しない。 

 

 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 

 

 

 

11 有識者の見解 － 

 

 

12 評価結果の反映の方向

性 

当該税制優遇措置は、NPO 法人の財政上の問題を緩和し、その活動の継続・

発展に不可欠と考えられることから、引き続き同措置の継続が必要。 

13 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 22 年７月（H22 外務 01） 

 

 


